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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１部材および第２部材を有するキャリアと、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する締結部材と、を備え、
　転動体を受ける受け面が前記第１部材に形成され、
　前記第１部材は、前記締結部材から締結力を受ける第１接触面と、前記第２部材から締
結力を受ける第２接触面と、を有しており、
　前記受け面は、前記締結部材の締結方向において、前記第１接触面と前記第２接触面と
から等しい距離にある面から前記締結方向にずれて位置しているとともに、前記第１接触
面よりも前記締結方向における前記第２部材とは反対側に位置し、
　前記第１接触面は、前記締結方向において前記受け面よりも前記第２部材側に位置して
いる、偏心揺動型歯車装置。
【請求項２】
　第１部材および第２部材を有するキャリアと、
　前記第１部材と前記第２部材とを締結する締結部材と、
　前記キャリアを回転自在に保持する軸受と、を備え、
　前記第１部材は、端板部と前記端板部に繋がる第１凸部とを有し、
　前記第１部材に形成され前記軸受の転動体を受ける受け面が前記端板部の外周面に配置
され、
　前記第２部材から前記締結部材の締結力を受ける前記第１部材の前記第１凸部における
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第２接触面が前記端板部の第２部材側端面よりも第２部材側に形成され、
　前記締結部材の締結方向において、前記第１部材において前記締結部材から締結力を受
ける第１接触面と前記第２接触面とから等しい距離にある面は、前記第２部材側端面と同
一面上又は前記締結方向において前記第２部材側端面よりも前記第２部材側に位置してい
る、偏心揺動型歯車装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏心揺動型歯車装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の歯車装置として、特許文献１には、図４に示すように、内歯歯車１０１と、内歯
歯車１０１に噛み合う外歯歯車１０２と、外歯歯車１０２を軸方向の両側から挟み込む円
板１０３および支持部材１０４と、円板１０３と内歯歯車１０１との間に配置された転動
体１０５と、を備えた遊星歯車装置１００が記載されている。転動体１０５は、円板１０
３の外周面に含まれる転動面１０３ａに接した状態で転動し、これにより円板１０３と内
歯歯車１０１との間の相対回転を許容する。また、円板１０３と支持部材１０４とは、締
結部材１０６によって互いに締結されている。締結部材１０６は、外歯歯車１０２の軸方
向における支持部材１０４の反対側から円板１０３および支持部材１０４に挿入されてお
り、当該締結部材１０６の頭部１０６ａが円板１０３を押圧している。すなわち、円板１
０３は、頭部１０６ａから締結部材１０６の締結力を受ける接触面１０３ｂと、支持部材
１０４から締結部材１０６の締結力を受ける接触面１０３ｃと、を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１４３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の遊星歯車装置１００では、締結部材１０６によって円板１０３と支持部材
１０４とが締結されることにより、円板１０３は、軸Ｃ１方向における接触面１０３ｂと
接触面１０３ｃとのちょうど中間に位置する中間面Ｓ１において径方向の外側に膨出する
ように大きく変形する。このため、締結部材１０６によって円板１０３と支持部材１０４
とを締結することにより、中間面Ｓ１の面上に位置する円板１０３の転動面１０３ａが転
動体１０５に強く押し付けられることになる。これにより、遊星歯車装置１００の寿命が
短くなる虞がある。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、寿命が短くなることを
抑止できる偏心揺動型歯車装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る偏心揺動型歯車装置は、第１部材および第２部材を有するキャリアと、前
記第１部材と前記第２部材とを締結する締結部材と、を備え、転動体を前記第１部材で受
ける受け面が前記第１部材に形成され、前記第１部材は、前記締結部材から締結力を受け
る第１接触面と、前記第２部材から締結力を受ける第２接触面と、を有しており、前記受
け面は、前記締結部材の締結方向において、前記第１接触面と前記第２接触面とから等し
い距離にある面から前記締結方向にずれて位置しているとともに、前記第１接触面よりも
前記締結方向における前記第２部材とは反対側に位置し、前記第１接触面は、前記締結方
向において前記受け面よりも前記第２部材側に位置している。
【０００７】



(3) JP 6857688 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

　一般に、締結部材によって第１部材と第２部材とを締結する場合、第１部材は、第１接
触面と第２接触面とから等しい距離にある面において径方向の外側に膨出するように大き
く変形しやすい。そこで、前記の偏心揺動型歯車装置では、締結部材による第１部材と第
２部材との締結方向において、受け面を、第１接触面と第２接触面とから等しい距離にあ
る面からずれるように配置することにより、前記締結に伴う第１部材の変形の影響によっ
て受け面が転動体に強く押し付けられることを抑止できる。このため、偏心揺動型歯車装
置の寿命が短くなることを抑止できる。
【０００９】
　また、前記の偏心揺動型歯車装置では、締結部材の締結方向における第１接触面と第２
接触面との間の領域の外側に受け面が配置されるので、当該受け面が締結部材による第１
部材と第２部材との締結に伴う第１部材の変形の影響を受けることをより抑止できる。
【００１０】
　本発明に係る偏心揺動型歯車装置は、第１部材および第２部材を有するキャリアと、前
記第１部材と前記第２部材とを締結する締結部材と、前記キャリアを回転自在に保持する
軸受と、を備え、前記第１部材は、端板部と前記端板部に繋がる第１凸部とを有し、前記
第１部材に形成され前記軸受の転動体を受ける受け面が前記端板部の外周面に配置され、
前記第２部材から前記締結部材の締結力を受ける前記第１部材の前記第１凸部における第
２接触面が前記端板部の第２部材側端面よりも第２部材側に形成され、前記締結部材の締
結方向において、前記第１部材において前記締結部材から締結力を受ける第１接触面と前
記第２接触面とから等しい距離にある面は、前記第２部材側端面と同一面上又は前記締結
方向において前記第２部材側端面よりも前記第２部材側に位置している。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、寿命が短くなることを抑止できる偏心揺動型歯
車装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態に係る偏心揺動型歯車装置の概略構成を示す断面図である。
【図２】本実施形態に係る偏心揺動型歯車装置の概略構成を示す平面図であって、伝達歯
車およびクランク軸の図示を省略した図である。
【図３】本実施形態に係る偏心揺動型歯車装置における変形例１であって、偏心揺動型歯
車装置の概略構成を示す断面図である。
【図４】特許文献１に記載された遊星歯車装置の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。但し、以下で参照
する各図は、説明の便宜上、本実施形態に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１の構成部材のうち
主要部材のみを簡略化して示したものである。したがって、本実施形態に係る偏心揺動型
歯車装置Ｘ１は、本明細書が参照する各図に示されていない任意の構成部材を備え得る。
【００１７】
　図１および図２に示すように、偏心揺動型歯車装置Ｘ１は、外筒２と、キャリア４と、
揺動歯車７と、クランク軸６と、を備えている。偏心揺動型歯車装置Ｘ１では、クランク
軸６の回転に伴って揺動歯車７が揺動回転することにより、外筒２とキャリア４とが相対
的に回転する。
【００１８】
　外筒２は、軸Ｃ１を中心軸とする略円筒形状をなす本体部２ａと、当該本体部２ａの径
方向の中間部分から軸Ｃ１方向の一方側に延びる円環状の第１延部２ｂと、当該本体部２
ａの径方向の中間部分から軸Ｃ１方向の他方側に延びる円環状の第２延部２ｃと、を有し
ている。
【００１９】
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　外筒２における本体部２ａの内周面２１には、多数のピン溝が形成されている。各ピン
溝は、軸Ｃ１方向に延びるように配置され、当該軸Ｃ１方向に直交する断面において半円
形の断面形状を有している。各ピン溝は、外筒２の周方向に等間隔で並んでいる。
【００２０】
　外筒２における本体部２ａのうち第１延部２ｂおよび第２延部２ｃよりも径方向の外側
に位置する部位には、当該部位を軸Ｃ１方向に貫く取付孔２２が複数形成されている。各
取付孔２２は外筒２の周方向に等間隔で並んでいる。各取付孔２２は、外筒２に対してロ
ボットの関節部分を構成するベース等の図略の相手側部材を取り付ける際に利用される。
外筒２に対してロボットの関節部分を構成するベースを取り付ける場合、外筒２は、偏心
揺動型歯車装置Ｘ１における固定側の部材となる。
【００２１】
　偏心揺動型歯車装置Ｘ１は、外筒２の本体部２ａの内周面２１に取り付けられる複数の
内歯ピン３をさらに備えている。各内歯ピン３は、軸Ｃ１方向に延びる円柱形状をなして
いる。各内歯ピン３は、内周面２１に形成された各ピン溝に取り付けられている。
【００２２】
　キャリア４は、外筒２の第１延部２ｂの径方向の内側に位置する第１部材４１と、外筒
２の本体部２ａおよび第２延部２ｃの径方向の内側に位置する第２部材４２と、を有して
いる。
【００２３】
　第１部材４１は、略円板状をなす端板部４１ｆと、当該端板部４１ｆに繋がる第１凸部
４１ｇと、を有している。第１凸部４１ｇは、軸Ｃ１方向における第２部材４２側に位置
する端板部４１ｆの端面４１Ｂから当該第２部材４２側に突出している。第１凸部４１ｇ
は、キャリア４の周方向に並んで複数設けられている。本実施形態では、第１部材４１は
、３つの第１凸部４１ｇを有している。
【００２４】
　第１部材４１の端板部４１ｆには、第１外周面４１Ｆと、第２外周面４１Ｈと、第２受
け面４１Ｇと、が形成されている。第１外周面４１Ｆ、第２外周面４１Ｈ、および第２受
け面４１Ｇは、端板部４１ｆの外周面を構成している。
【００２５】
　第１外周面４１Ｆは、端板部４１ｆの外周面のうち軸Ｃ１方向における端面４１Ａ側に
位置する面である。第１外周面４１Ｆは、軸Ｃ１方向に延びている。
【００２６】
　第２外周面４１Ｈは、端板部４１ｆの外面のうち軸Ｃ１方向における端面４１Ｂ側に位
置する面である。第２外周面４１Ｈは、第１外周面４１Ｆよりもキャリア４の径方向の内
に位置している。
【００２７】
　第２受け面４１Ｇは、軸Ｃ１方向において第１外周面４１Ｆと第２外周面４１Ｈとの間
に位置しており、円弧状の曲面をなしている。なお、第２受け面４１Ｇの詳細は後述する
。
【００２８】
　第１部材４１の端板部４１ｆには、中央孔４１ａと、クランク軸孔４１ｂと、が形成さ
れている。
【００２９】
　中央孔４１ａは、端板部４１ｆの中央部分を軸Ｃ１方向に貫くように形成されている。
【００３０】
　クランク軸孔４１ｂは、図２に示すように、中央孔４１ａの外側においてキャリア４の
周方向に並んで複数形成されている。各クランク軸孔４１ｂは、端板部４１ｆを軸Ｃ１方
向に貫くように形成されている。本実施形態では、端板部４１ｆには３つのクランク軸孔
４１ｂが形成されている。
【００３１】
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　第２部材４２は、略円板状をなす基板部４２ａと、当該基板部４２ａに繋がる第２凸部
４２ｂと、を有している。第２凸部４２ｂは、軸Ｃ１方向における第１部材４１側に位置
する基板部４２ａの端面から第１部材４１側に延びている。第２凸部４２ｂは、第１部材
４１における３つの第１凸部４１ｇのそれぞれの位置に対応して、３つ設けられている。
第２凸部４２ｂと第１凸部４１ｇとは、後述する第１揺動歯車７１に形成された挿入孔７
１ｂの内側にて軸Ｃ１方向において接触している。本実施形態では、第１部材４１の第１
凸部４１ｇおよび第２部材４２の第２凸部４２ｂが、キャリア４のシャフト部Ａ１を構成
している。
【００３２】
　なお、キャリア４のシャフト部Ａ１は、第１凸部４１ｇおよび第２凸部４２ｂによって
構成されていなくともよく、第２凸部４２ｂのみによって構成されていてもよい。すなわ
ち、第１部材４１の第１凸部４１ｇはなくともよい。この場合、第２凸部４２ｂは、揺動
歯車７の挿入孔７１ｂ，７２ｂに挿入されるとともに、軸Ｃ１方向において端板部４１ｆ
の端面４１Ｂに接触する。
【００３３】
　第２部材４２の基板部４２ａには、中央孔４２ｃと、クランク軸孔４２ｄと、取付孔４
２ｅと、が形成されている。
【００３４】
　中央孔４２ｃは、基板部４２ａの中央部分を軸Ｃ１方向に貫くように形成されている。
中央孔４２ｃは、端板部４１ｆに形成された中央孔４１ａの位置に対応して設けられてい
る。
【００３５】
　クランク軸孔４２ｄは、中央孔４２ｃの外側においてキャリア４の周方向に並んで複数
形成されている。各クランク軸孔４２ｄは、基板部４２ａを軸Ｃ１方向に貫くように形成
されている。各クランク軸孔４２ｄは、端板部４１ｆに形成された各クランク軸孔４１ｂ
の位置に対応して設けられている。
【００３６】
　取付孔４２ｅは、基板部４２ａのうち軸Ｃ１方向における第１部材４１とは反対側の端
面が当該軸Ｃ１方向に凹むように形成されている。取付孔４２ｅは、ロボットの関節部分
を構成する旋回胴等の相手側部材をキャリア４に取り付けるのに利用される。キャリア４
に対してロボットの関節部分を構成する旋回胴を取り付ける場合、当該キャリア４は、偏
心揺動型歯車装置Ｘ１における回転側の部材となる。なお、例えばキャリア４に対してロ
ボットの関節部分を構成するベースが取り付けられる場合であれば、外筒２にはロボット
の関節部分を構成する旋回胴が取り付けられ、これによりキャリア４が偏心揺動型歯車装
置Ｘ１の固定側の部材となるとともに外筒２が偏心揺動型歯車装置Ｘ１の回転側の部材と
なる。
【００３７】
　クランク軸６は、軸Ｃ１方向に延びる軸本体６１と、軸本体６１に対して偏心する偏心
部６２，６３と、を有している。クランク軸６は、第１部材４１のクランク軸孔４１ｂ、
第２部材４２のクランク軸孔４１ｂ、および後述する揺動歯車７のクランク軸孔７１ｃ，
５２ｃに挿入されている。本実施形態では、クランク軸６は、キャリア４の周方向に並ん
で複数（３つ）設けられている。なお、クランク軸６の数は任意であって、偏心揺動型歯
車装置Ｘ１の使用態様に応じて適宜変更することができる。
【００３８】
　軸本体６１は、クランク軸受Ｂ１を介してクランク軸孔４１ｂの内周面４１ｃに支持さ
れている。また、軸本体６１は、クランク軸受Ｂ２を介してクランク軸孔４２ｄの内周面
に支持されている。クランク軸受Ｂ１，Ｂ２は、キャリア４に対するクランク軸６の回転
を許容する。
【００３９】
　偏心部６２，６３は、軸Ｃ１方向において軸本体６１に繋がっており、外筒２の本体部
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２ａの径方向の内側に位置している。偏心部６２，６３には、ころを介して揺動歯車７が
取り付けられている。
【００４０】
　揺動歯車７は、軸Ｃ１方向に延びる軸心を有している。揺動歯車７は、外筒２の本体部
２ａの内側に位置しており、軸Ｃ１方向において第１部材４１と第２部材４２とに挟まれ
ている。揺動歯車７は、ころを介して第１偏心部６２に取り付けられた第１揺動歯車７１
と、ころを介して第２偏心部６３に取り付けられた第２揺動歯車７２と、を有している。
【００４１】
　揺動歯車７１，７２は、外筒２の本体部２ａの内径よりも少し小さい外径を有しており
、その外周面に複数の外歯が形成されている。揺動歯車７１，７２のそれぞれの外周面に
形成された外歯の歯数は、内歯ピン３の数よりも僅かに少ない。これにより、第１揺動歯
車７１と第２揺動歯車７２とは、各外歯が各内歯ピン８に噛み合うように、互いに異なる
位相で揺動回転することができる。なお、揺動歯車７は、１つの揺動歯車によって構成さ
れていてもよいし、３つ以上の揺動歯車によって構成されていてもよい。
【００４２】
　第１揺動歯車７１には、端板部４１ｆに形成された中央孔４１ａの位置に対応する中央
孔７１ａと、第１凸部４１ｇおよび第２凸部４２ｂが挿入された挿入孔７２ｂと、第１偏
心部６２が挿入されたクランク軸孔７１ｃと、が形成されている。
【００４３】
　第２揺動歯車７２には、基板部４２ａに形成された中央孔４２ｃの位置に対応する中央
孔７２ａと、第２凸部４２ｂが挿入された挿入孔７２ｂと、第２偏心部６３が挿入された
クランク軸孔７２ｃと、が形成されている。
【００４４】
　偏心揺動型歯車装置Ｘ１は、クランク軸６に駆動力を伝達して当該クランク軸６を回転
させる伝達歯車８をさらに備えている。伝達歯車８は、軸Ｃ１方向において第１部材４１
を挟んで第２部材４２とは反対側に位置している。伝達歯車８は、クランク軸６の軸本体
６１の一端に取り付けられている。
【００４５】
　偏心揺動型歯車装置Ｘ１は、第１部材４１と第２部材４２とを締結する締結部材５と、
外筒２とキャリア４との間に設けられた主軸受９と、をさらに備えている。締結部材５に
よって互いに締結された第１部材４１および第２部材４２は、主軸受９を介して外筒２と
の間で相対的に回転することができる。すなわち、主軸受９は、外筒２とキャリア４との
間の相対回転を許容する。
【００４６】
　締結部材５は、雄ネジ形状をなす締結部５１と、締結部５１に繋がっており当該締結部
５１の外径よりも大きい外径を有する頭部５２と、を有している。締結部材５は、第１部
材４１の端板部４１ｆのうち軸Ｃ１方向における第２部材４２とは反対の端面４１Ａ側か
ら、当該軸Ｃ１方向に沿って第１部材４１および第２部材４２に挿入される。本実施形態
では、締結部材５は、図２に示すように、キャリア４の周方向において隣り合うクランク
軸孔７１ｃの間に２つずつ設けられており、合計６つの締結部材５が当該周方向に並んで
位置している。
【００４７】
　第１部材４１には、頭部５２を収容する収容部４１ｄと、当該収容部４１ｄに繋がって
おり締結部５１の根元部分が挿入された貫通孔４１ｅと、が形成されている。
【００４８】
　収容部４１ｄは、第１部材４１の端板部４１ｆにおける端面４１Ａの一部が軸Ｃ１方向
に凹むように形成されている。収容部４１ｄは、軸Ｃ１方向においてシャフト部Ａ１の位
置に対応して形成されている。本実施形態では、収容部４１ｄは、３つのシャフト部Ａ１
のそれぞれの位置に対応して２つずつ形成されており、合計６つの収容部４１ｄがキャリ
ア４の周方向に並んで位置している。
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【００４９】
　貫通孔４１ｅは、軸Ｃ１方向において収容部４１ｄの底面から第１凸部４１ｇの第２凸
部４２ｂ側の端面に亘って形成されている。貫通孔４１ｅの径は、収容部４１ｄの底面の
径よりも小さく設定されている。収容部４１ｄおよび貫通孔４１ｅは、第１部材４１を軸
Ｃ１方向に貫通している。
【００５０】
　第２部材４２には、雌ネジ形状をなしており締結部５１の先端部分が挿入された締結孔
４２ｆが形成されている。締結孔４２ｆは、第２部材４２の第２凸部４２ｂのうち第１凸
部４１ｇ側の端面の一部が軸Ｃ１方向に凹むように形成されている。締結孔４２ｆは、貫
通孔４１ｅの位置に対応して形成されており、これにより当該貫通孔４１ｅに繋がってい
る。なお、本実施形態では、締結孔４２ｆは、有底の孔であるが、これに限らず、軸Ｃ１
方向において第２凸部４２ｂから基板部４２ａに亘って貫通する貫通孔であってもよい。
【００５１】
　締結部材５は、軸Ｃ１方向において、端板部４１ｆの端面４１Ａ側から収容部４１ｄ、
貫通孔４１ｅ、および締結孔４２ｆに挿入される。そして、当該挿入過程において締結部
５１の先端部分が締結孔４２ｆに螺合し、これにより第１部材４１と第２部材４２とが軸
Ｃ１方向において締結される。
【００５２】
　第１部材４１と第２部材４２とが締結された状態において、収容部４１ｄの底面は、締
結部材５の頭部５２に接触し、これにより当該底面が第１接触面４１Ｃとなる。第１接触
面４１Ｃは、頭部５２から軸Ｃ１方向の第２部材４２側へ締結部材５の締結力を受ける。
【００５３】
　また、第１部材４１と第２部材４２とが締結された状態において、第１凸部４１ｇの第
２凸部４２ｂ側の端面は、当該第２凸部４２ｂに接触し、これにより当該端面が第２接触
面４１Ｄとなる。第２接触面４１Ｄは、第２凸部４２ｂから軸Ｃ１方向の第１部材４１側
へ締結部材５の締結力を受ける。
【００５４】
　このように、第１部材４１のうち軸Ｃ１方向における第１接触面４１Ｃと第２接触面４
１Ｄとの間の部位は、当該軸Ｃ１方向の両側から締結部材５の締結力を受けることになる
。
【００５５】
　主軸受９は、第１主軸受９１と、当該第１主軸受９１とは軸Ｃ１方向において離間した
第２主軸受９２と、を有している。第１主軸受９１および第２主軸受９２は、円環形状を
なしている。第１主軸受９１は、第１部材４１における端板部４１ｆの外周面と外筒２に
おける第１延部２ｂの内周面との間に設けられている。また、第２主軸受９２は、第２部
材４２における基板部４２ａの外周面と外筒２の第２延部２ｃの内周面との間に設けられ
ている。本実施形態では、第１主軸受９１と第２主軸受９２とは、軸Ｃ１方向において対
称な同一の構成を有している。
【００５６】
　第１主軸受９１は、軸Ｃ１方向に延びる締結部材５の長さ範囲内に位置している。本実
施形態では、第１主軸受９１の全体が締結部材５の長さ範囲内に位置しているが、これに
限らず、第１主軸受９１の一部のみが当該長さ範囲内に位置していてもよい。
【００５７】
　第１主軸受９１は、転動体９１ｂと、当該転動体９１ｂを外筒２で受けるための第１受
け面９１Ａと、当該転動体９１ｂを第１部材４１で受けるための第２受け面４１Ｇと、を
有している。
【００５８】
　転動体９１ｂは、第１受け面９１Ａと第２受け面４１Ｇとの間に回転自在に支持されて
いる。本実施形態では、転動体９１ｂは、球体形状をなしている。なお、転動体９１ｂは
、例えば円柱形状等をなしていてもよい。転動体９１ｂが円柱形状をなしている場合、当
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該転動体９１ｂの回転軸を軸Ｃ１に対して傾けることによって、第１主軸受９１が外筒２
とキャリア４との間の相対回転に対するスラスト軸受およびラジアル軸受として機能する
。
【００５９】
　第１受け面９１Ａは、外筒２における第１延部２ｂの内周面および本体部２ａの軸Ｃ１
方向端面に沿って配置された受け部材９１ａに形成されている。第１受け面９１Ａは、受
け部材９１ａのうち転動体９１ｂが接触する表面である。第１受け面９１Ａは、円弧状の
曲面をなしている。なお、受け部材９１ａはなくともよく、第１受け面９１Ａが外筒２に
形成されていてもよい。この場合、外筒２には、第１延部２ｂの内周面から本体部２ａの
軸Ｃ１方向端面に亘って円弧状の曲面が形成され、当該曲面が第１受け面９１Ａとして機
能する。
【００６０】
　第２受け面４１Ｇは、端板部４１ｆの外周面に形成されており、転動体９１ｂに接触し
ている。なお、本実施形態では、第１主軸受９１の第２受け面４１Ｇは、第１部材４１の
端板部４１ｆと一体に形成されているが、これに限らない。例えば、端板部４１ｆの外周
面に受け部材を取り付け、当該受け部材に第２受け面４１Ｇを形成してもよい。
【００６１】
　第２受け面４１Ｇは、図１に示すように、仮想の平面である中間面Ｓ１から締結部材５
の締結方向である軸Ｃ１方向にずれて位置している。中間面Ｓ１は、軸Ｃ１方向において
第１接触面４１Ｃと第２接触面４１Ｄとが等しい距離にある面であり、当該第１接触面４
１Ｃと第２接触面４１Ｄとの中間に位置している。本実施形態では、中間面Ｓ１は、軸Ｃ
１方向において端板部４１ｆの端面４１Ｂと重なっている。このため、端板部４１ｆの外
周面である第１外周面４１Ｆ、第２外周面４１Ｈ、および第２受け面４１Ｇは、軸Ｃ１方
向において中間面Ｓ１よりも端板部４１ｆの端面４１Ａ側に位置している。
【００６２】
　なお、シャフト部Ａ１が第２凸部４２ｂのみからなる場合、当該第２凸部４２ｂは、端
板部４１ｆの端面４１Ｂに接触するため、当該端面４１Ｂが第２接触面４１Ｄとなる。こ
の場合、中間面Ｓ１は、軸Ｃ１方向において第１接触面４１Ｃと端面４１Ｂとが等しい距
離にある仮想の平面となる。
【００６３】
　このように、本実施形態に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１では、第１主軸受９１が締結部
材５の長さ範囲内に位置しているため、当該偏心揺動型歯車装置Ｘ１が締結部材５の締結
方向である軸Ｃ１方向に大型化することを抑止できる。しかも、第２受け面４１Ｇが前記
締結方向において中間面Ｓ１とずれて配置されているため、締結部材５による第１部材４
１と第２部材４２との締結に伴って、第１部材４１のうち中間面Ｓ１上に位置する部位が
キャリア４の径方向の外側に大きく変形したとしても、第２受け面４１Ｇが転動体９１ｂ
に強く押し付けられることを抑止できる。このため、偏心揺動型歯車装置Ｘ１の寿命が短
くなることを抑止できる。
【００６４】
　なお、本実施形態に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１では、第２受け面４１Ｇが第１部材４
１の外周面に形成されているため、締結部材５により第１部材４１と第２部材４２との締
結に伴って、当該第２受け面４１Ｇが転動体９１ｂ側に膨出するように変形しやすい。こ
のため、第１部材４１のうち締結部材５による第１部材４１と第２部材４２との締結に伴
って最も変形が生じやすい中間面Ｓ１上の部位から、第２受け面４１Ｇを逃がすように配
置することにより、当該第２受け面４１Ｇの変形を抑止することが好適である。
【００６５】
　次に、図３を参照しつつ、本実施形態に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１の変形例について
説明する。
【００６６】
　図３に示すように、軸Ｃ１方向において、変形例に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１におけ
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る収容部４１ｄの深さは、上記の実施形態に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１における収容部
４１ｄの深さよりも深く設定されている。また、軸Ｃ１方向において、変形例に係る偏心
揺動型歯車装置Ｘ１における第１部材４１の第１凸部４１ｇの長さは、上記の実施形態に
係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１における第１部材４１の第１凸部４１ｇの長さよりも長く設
定されている。また、軸Ｃ１方向において、変形例に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１におけ
る第２部材４２の第２凸部４１ｇ４２ｂの長さは、上記の実施形態に係る偏心揺動型歯車
装置Ｘ１における第２部材４２の第２凸部４２ｂの長さよりも短く設定されている。
【００６７】
　変形例に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１における収容部４１ｄの第１接触面４１Ｃは、端
板部４１ｆの端面４１Ｂと同一平面上に位置している。これにより、第１主軸受９１の第
２受け面４１Ｇは、第１接触面４１Ｃよりも軸Ｃ１方向における第２部材４２とは反対側
に位置している。
【００６８】
　変形例に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１における第１凸部４１ｇの第２接触面４１Ｄは、
軸Ｃ１方向において第１揺動歯車７１と第２揺動歯車７２との間に位置している。すなわ
ち、第１部材４１の第１凸部４１ｇと第２部材４２の第２凸部４２ｂとは、軸Ｃ１方向に
おける第１揺動歯車７１と第２揺動歯車７２との間において接触している。
【００６９】
　変形例に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１では、第１接触面４１Ｃと第２接触面４１Ｄとの
中間面Ｓ１は、締結部材５の締結方向である軸Ｃ１方向において端板部４１ｆの端面４１
Ｂよりも第２部材４２側に位置している。これにより、主軸受９は、軸Ｃ１方向において
中間面Ｓ１よりも端板部４１ｆの端面４１Ａ側に位置している。また、端板部４１ｆに形
成されたクランク軸孔４１ｂの内周面４１ｃは、軸Ｃ１方向において中間面Ｓ１よりも端
板部４１ｆの端面４１Ａ側に位置している。すなわち、内周面４１ｃは、締結部材５の締
結方向である軸Ｃ１方向において中間面Ｓ１とずれて位置している。
【００７０】
　第１部材４１のうち、締結部材５の締結方向である軸Ｃ１方向において第１接触面４１
Ｃと第２接触面４１Ｄとの間に位置する部位は、締結部材５によって第１部材４１と第２
部材４２とを締結するのに伴って、キャリア４の径方向の外側に変形が生じやすい部位で
ある。変形例に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１では、軸Ｃ１方向において第２受け面４１Ｇ
を第１接触面４１Ｃよりも端面４１Ａ側に配置することにより、前記変形が生じやすい部
位から第２受け面４１Ｇを逃がすことができる。これにより、第２受け面４１Ｇが締結部
材５による第１部材４１と第２部材４２との締結に伴う第１部材４１の変形の影響を受け
ることをより抑止できる。
【００７１】
　さらに、変形例に係る偏心揺動型歯車装置Ｘ１では、第１部材４１におけるクランク軸
孔４１ｂの内周面４１ｃが締結部材５の締結方向である軸Ｃ１方向において中間面Ｓ１と
ずれて位置している。このため、締結部材５による第１部材４１と第２部材４２との締結
に伴う第１部材４１の変形の影響により、内周面４１ｃが大きく変形してしまうことを抑
止できる。そのため、内周面４１ｃが大きく変形することにより、当該内周面４１ｃがク
ランク軸受Ｂ１を介してクランク軸６の軸本体６１に強い押圧力を加えることを抑止でき
る。これにより、偏心揺動型歯車装置Ｘ１の寿命が短くなることを抑止できる。
【００７２】
　なお、図３に示した変形例では、シャフト部Ａ１は、第１凸部４１ｇおよび第２凸部４
２ｂによって構成されているが、これに限らず、第１凸部４１ｇのみによって構成されて
もよい。すなわち、第２部材４２は、第２凸部４２ｂを有していなくともよい。この場合
、第１凸部４１ｇが揺動歯車７の挿入孔７１ｂ，７２ｂに挿入されるとともに、当該第１
凸部４１ｇの第２接触面４１Ｄが基板部４２ａの第１部材４１側の端面に接触することに
なる。
【００７３】
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　以上説明した本実施形態および変形例は、すべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記の実施形態および変形例の説明では
なく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内で
のすべての変更が含まれる。
【符号の説明】
【００７４】
　Ｓ１　　　　　　中間面
　Ｘ１　　　　　　偏心揺動型歯車装置
　２　　　　　　　外筒
　４　　　　　　　キャリア
　５　　　　　　　締結部材
　６　　　　　　　クランク軸
　７　　　　　　　揺動歯車
　９　　　　　　　主軸受
　４１　　　　　　第１部材
　４１Ｃ　　　　　第１接触面
　４１Ｄ　　　　　第２接触面
　４１Ｇ　　　　　第２受け面
　４１ｃ　　　　　内周面
　４２　　　　　　第２部材
　５２　　　　　　頭部
　９１　　　　　　第１主軸受
　９１ｂ　　　　　転動体

【図１】 【図２】
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